事務員用制服賃貸借仕様書
　本仕様書は、宇陀市立病院（以下「発注者」という。）における制服（以下「白衣」という。）の賃貸借及び洗濯業務に関する事項を規定するものである。
　ただし、本仕様書の規定のない事項であっても、本業務の目的とする事項に応じて発注者が必要と認めた場合は、契約金額の範囲内で受注者が実施するものとする。

Ⅰ．目　的
宇陀市立病院事務員が業務を行うにあたり、定期的に洗濯・消毒された制服を貸与することにより、清潔かつ衛生的な環境を保ち、病院業務の円滑な運営に資することを目的とする。
Ⅱ．契約概要

１．契約名称　事務員用制服賃貸借
２．履行場所　奈良県宇陀市榛原萩原８１５番地
　　　　　　　宇陀市立病院
３．契約期間　令和８年７月１日から令和１３年６月３０日（６０か月）
※地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条の３による長期継続契約であるため、この契約の履行期間の始期の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を変更し、又は削除することができる。
４．種類及び数量
　イ．一人あたりの賃貸借物品については以下のとおり。
	Ｎｏ．
	メーカ
	種類
	型式
	数量

	１
	フォーク
	ベスト
	ＦＶ３６２９８－９
	２枚

	２
	フォーク
	スカート

	ＳＣ５０００－２
ＦＳ４５８０１－９
	合わせて２枚


　ロ．リース人数については、３７名とする。
　※人数については人事異動等により増減する可能性がある。
Ⅲ．作業等の業務
　１．洗濯業務
　　イ．洗濯業務は、定期的に回収し、受注者の管理する施設において洗濯を行い、洗濯後の制服を発注者へ納品すること。
　　ロ．制服はハンガーにかけた状態で、ハンガーラックに納品すること。ハンガー及びハンガーラックは受注者が用意すること。
　　ハ．洗濯は受注者の責任で行い、クリーニング業法第３条第３項に定める衛生基準に従うとともに、医療現場で着用するという目的及び性質を考慮のうえ、適正な処理を行うこと。

　　ニ．受け渡しが追跡できるよう、制服上下にラベルやＩＣチップ等を備えつけ、個人データ管理を行うこと。洗濯状況、洗濯回数、貸出状況等データの開示依頼があった場合は、速やかに開示すること。ラベルやＩＣチップ等の表記については納品前に施設管理担当者と記載内容について事前協議すること。
　　ホ．ほつれ、ファスナー・ボタンの破損等の不具合については補修及び交換を行うこと。補修に係る費用については受注者が負担すること。
　　ヘ．新規採用者がある場合は、発注者の指示に従い、指定期間内に制服を納品すること。

　２．集配業務
　　イ．制服の集配は、週１回決められた曜日・時間とし、祝日であっても行うこと。なお、年末年始、ゴールデンウイーク等の長期間の休暇については、発注者、受注者協議のうえ、対応する。また、緊急を要する制服の納品がある場合は、発注者が指定する日までに制服を納品することとし、これに係る費用も受注者が負担すること。
　　ロ．制服の回収については、受注者が予め用意したランドリーカートを使用し、制服を回収すること。ランドリーカートは指定した場所に備え付けることとする。
　　ハ．ハンガーの回収については、受注者が予め用意したハンガー回収ボックスを使用し、ハンガーを回収すること。ハンガー回収ボックスは指定した場所に備え付けておくこととする。
　　ニ．制服集配は、担当課にて検収を受けること。検収の際は、納品書、引取書を用意すること。
　　ホ．集配場所については、宇陀市立病院北館４階で発注者が指定する場所とする。
　３．その他業務
　　イ．人事異動、新規採用、退職等による職員の入れ替わりがある場合、迅速に制服の準備を行い、業務に支障をきたすことがないようにすること。
　　ロ．人事異動、退職者により、使用しなくなった制服については受注者に返却する。
Ⅳ．一般事項
　１．注意事項

　　　　本業務を行うにあたっては、担当者及び施設管理担当者と十分協議し危害発生の防止を図るとともに作業中の安全確保及び感染防止のための関係法令の記述に従うほか、運搬における事故防止に十分配慮すること。また、作業終了後は収納状態等を再確認することにより必ず元の状態に復元しておくものとし、退出時には清掃を行うこと。
　２．受注者の負担範囲

収集運搬作業に必要な工具、清掃に必要な器具は受注者の負担とする。

　３．その他の項目

　　イ．本契約の履行に係る一切の費用は、受注者の負担とするが、破損等の責が発注者にある場合の補修に係る費用は含まない。

　　ロ．作業等業務は、本仕様書に基づき施設管理担当者の指示に従って実施するほか、本仕様書に定めない事項であっても、業務上当然行うべき事項は実施する。

　　ハ．受注者は、故意または過失により当病院及び第三者に損害を及ぼしたときは、損害賠償の責に任ずるものとする。
　４．その他

イ．仕様書、実施方法、数量及び単位、その他疑義が生じた際は、担当者と協議のうえ処置をする。

　　ロ．当病院の運営に支障をきたすおそれがあると認めたときは、受注者に業務者の変更を命ずることができる。

　　ハ．受注者は、施設管理担当者が交付または使用を許可した情報に限らず、本件業務を履行するにあたり知り得た情報について、本契約の目的以外に使用または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
以上
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